
〇外部通知を受け付ける際の留意事項

３　内容が著しく不分明な通達や内容が虚偽であることが明らかな通達等、受理することが相
　　当でないと認められる通報は、外部通報として受理せず、情報提供として処理いたします。

４　通報者は、通報したことによって不利益な扱いを受けることはありません。

　　（わかる範囲で構いません。）

地域医療機能推進機構における外部通報に係る受付窓口について

当機構では、外部通報の受付窓口を以下のとおり設置しています。

外部通報相談窓口

独立行政法人地域医療推進機構　湯布院病院
総務企画課　外部通報窓口責任者宛

〒879-5193

大分県由布市湯布院町川南２５２

FAX　：　0977‐84‐3969

１　外部通報の方法は、上記窓口あてに書面の提出により行うようお願いします。

２　外部通報を行う場合には、外部通報票に、自己の氏名、所属機関、機構又は機構の施設
　　との関係、通報対象、事実の内容、日時及び場所並びに通報対象事実が現に行われ、又
　　は行われるおそれのあることを示す証処の状況等を分かりやすく記載してください。　　　
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